
特定技能制度及び育成就労制度の
分野別運用方針の作成について

資料３－１

（第９回・第１０回有識者会議資料の再掲）
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分野別運用方針について

第１ 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項

１ 特定産業分野及び育成就労産業分野
（入管法第２条の４第２項第１号）（育就法第７条の２第２項第１号）（基本方針第二３（１））

２ 人材の不足の状況
（入管法第２条の４第２項第２号）（育就法第７条の２第２項第４号）（基本方針第二３（２）（３））

（１）外国人受入れの趣旨・目的
（２）生産性向上や国内人材確保のための取組等
（３）受入れの必要性
（４）受入れ見込数

３ 在留資格認定証明書交付停止措置等
（入管法第２条の４第２項第４号）（育就法第７条の２第２項第５号）（基本方針第五５）

４ 制度の運用に共通する事項
（入管法第２条の４第２項第５号）（育就法第７条の２第２項第７号）

（１）キャリア形成に関する事項（基本方針第四２（１）ア）

（２）治安への影響を踏まえて講じる措置（基本方針第五７）

（３）大都市圏に過度に集中しないための措置（基本方針第五５（６）、同第六１）

第２ 特定技能制度に関する事項

１ 人材の基準に関する事項（入管法第２条の４第２項第３号）

（１）１号特定技能外国人（基本方針第三１）

ア 技能水準（基本方針第三１（２））

イ 日本語能力水準（基本方針第三１（３））

（２）２号特定技能外国人（基本方針第三２）

ア 技能水準（基本方針第三２（２））

イ 日本語能力水準（基本方針第三２（３））

２ その他重要事項（入管法第２条の４第２項第５号）

（１）業務区分及び特定技能外国人が従事する業務（基本方針第三１、２）

（２）特定技能外国人の雇用形態 （基本方針第二１（２））

（３）特定産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等（基本方針第五３）

第３ 育成就労制度に関する事項

１ 人材の基準に関する事項
（育就法第７条の２第２項第２号 、同法第９条第１項第２号）

（１）就労を開始するまでに求められる日本語能力水準（基本方針第三３（３））

（２）育成就労開始後１年経過時までに求められる水準
ア 技能水準（基本方針第三３（２））

イ 日本語能力水準 （基本方針第三３（３））

（３）育成就労を終了するまでに求められる水準
ア 技能水準 （基本方針第三３（２））

イ 日本語能力水準 （基本方針第三３（３））

２ 育成に関する事項 （育就法第７条の２第２項第３号）

主たる技能（基本方針第三３（２）、同第四２（１））

３ 本人意向転籍に関する事項
（育就法第７条の２第２項第６号）（基本方針第四２（１）エ）

（１）本人意向転籍において求められる水準
（育就法第９条の２第４号ロ）（基本方針第四２（１）エ）

ア 技能水準
イ 日本語能力水準

（２）転籍制限期間（育就法第９条の２第４号イ）（基本方針第四２（１）エ）

（３）待遇向上策（育就法第９条第９号）（基本方針第四２（１）エ）

※１年を超える転籍制限期間を設定した分野のみ

４ その他重要事項（育就法第７条の２第２項第７号）

（１）業務区分及び育成就労外国人が従事する業務（基本方針第三３）

（２）育成就労外国人の雇用形態（育就法第２条第３号ロ）（基本方針第二２（３））

（３）育成就労産業分野の特有の事情に鑑みて講じる措置等（基本方針第五３）

特定技能制度の分野別運用方針と育成就労制度の分野別運用方針について、分野ごとに、新たに一体的に作成

赤字・・・法律
青字・・・基本方針
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特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針に記載する主な内容

※受入れ見込数は、特定技能制度及び育成就労制度においてそれぞれ設定されるものである（精査中）。
※特定技能制度及び育成就労制度における労働者派遣は、農業分野及び漁業分野のみ認められる。
※特定技能制度における在籍型出向は、航空分野及び鉄道分野のみ認められる。
※技能水準を測る試験の適正性については専門家会議で検討中。
※工業製品製造業分野においては、「機械金属加工区分」、「電気電子機器組立て区分」及び「金属表面処理区分」のみ特定技能２号へ移行可。

【日本語能力水準について】
「A2.2」：日本語教育の参照枠A2相当のレベル
「A2.1」：日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル

技能水準​ 日本語能力水準 制限期間 日本語能力水準 技能水準​ 日本語能力水準 技能水準​ 日本語能力水準 技能水準​ 日本語能力水準

介護​

A2.2相当以上及び日
本語学習プラン(B1
相当以上の場合は不
要)

２年 A2.2相当以上
育成就労評価試験
（専門級）

A2.2相当以上及び
介護日本語評価試
験

特定技能１号評価
試験等

A2.2相当以上及び介
護日本語評価試験

身体介護等

ビル​クリーニング 特定技能１号評価
試験

特定技能２号評価
試験又は技能検定
（１級）

B1相当以上 建築物内部の清掃

リネンサプライ​ 育成就労評価試験
（専門級）

リネンサプライ

工業製品製造業​

​育成就労評価試験
（専門級）、技能
検定（３級）又は
特定技能１号評価
試験

特定技能２号評価
試験及びビジネス
キャリア検定３級
（生産管理プラン
ニング又は生産管
理オペレーショ
ン）又は技能検定
（１級）

​・機械金属加工　・電気電子機器組立て　・金属表面処理　・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造　・RPF製造　・陶磁器製品製造　・印刷・製本
・紡織製品製造　・縫製　・電線・ケーブル製造　・プレハブ住宅製品製造
・家具製造　・定形・不定形耐火物製造　・生コンクリート製造　・ゴム製品製造
・かばん製造

建設​ ・土木　・建築　・ライフライン・設備

造船・舶用工業​ ・造船　・船用機械　・舶用電気電子機器​

自動車整備​ 育成就労評価試験
（初級）

育成就労評価試験
（専門級）

特定技能２号評価
試験

・自動車整備　・車体整備
​

航空
特定技能２号評価
試験又は航空従事
者技能証明書

・空港グランドハンドリング　・航空機整備

宿泊​ 育成就労評価試験
（初級）

A1相当以上 １年 A2.1相当以上
特定技能１号評価
試験

A2.2相当
特定技能２号評価
試験

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス
の提供に従事する業務

自動車運送業

特定技能１号評価
試験及び第一種運
転免許（トラッ
ク）・第二種運転
免許（バス・タク
シー）

　A2.2相当以上
※バス・タクシー運
転者はA2.2相当以上
（日本語サポーター
同乗又は離島半島の
場合）

・トラック運転者　・バス運転者　・タクシー運転者

鉄道​
A1相当以上

※運輸係員はA2.2相
当以上

A2.1相当以上
※運輸係員はA2.2

相当以上

特定技能１号評価
試験又は育成就労
評価試験（専門
級）

A2.2相当
※運輸係員はB1相
当

特定技能１号評価
試験又は技能検定
（３級）

A2.2相当以上
※運輸係員はB1相当
以上

​・軌道整備　・電気設備整備　・車両整備　・車両製造　・運輸係員
・駅・車両清掃

物流倉庫​ 特定技能１号評価
試験

物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業

農業​ 育成就労評価試験
（専門級）

・耕種農業　・畜産農業

漁業​ 特定技能１号評価
試験

・漁業　・養殖業

飲食料品製造業​
育成就労評価試験
（初級）又は技能
検定（基礎級）

育成就労評価試験
（専門級）、技能
検定（３級）又は
特定技能１号評価
試験

・飲食料品製造業　・水産加工業​

外食業​ ​育成就労評価試験
（初級）

​育成就労評価試験
（専門級）又は特
定技能１号評価試
験

外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）

林業​ 技能検定（基礎
級）

技能検定（３級）
特定技能１号評価
試験又は技能検定
（3級）

育林、素材生産

木材産業​ ​製材業、集成材製造業、合板製造業などに係る木材の加工等

資源循環​ ２年
家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理

​特定技能２号評価
試験又は技能検定
（１級）

特定産業分野
育成就労産業分野

１年経過時​ 育成終了時​

人材基準等

特定技能１号受入れ見込数​ 特定技能２号本人意向による転籍

ー

A1相当以上

A1相当以上

１年

２年

１年

育成就労評価試験
（初級）

２年

１年

A2.1相当以上

A2.1相当以上

育成就労評価試験
（初級）

その他重要事項

雇用形態

直接

直接又は派遣

業務区分

直接

A2.2相当以上

B1相当以上

B1相当以上

A2.2相当

A２.2相当以上

特定技能１号評価
試験又は技能検定
（３級）

特定技能１号評価
試験

特定技能１号評価
試験

A2.2相当以上

特定技能２号評価
試験

育成就労評価試験
（初級）

育成就労評価試験
（初級）又は技能
検定（基礎級）

育成就労評価試験
（専門級）​又は技
能検定（３級）

特定技能１号評価
試験

特定技能１号評価
試験

特定技能１号評価
試験

【１業務区分】

【３業務区分】

【１業務区分】

【３業務区分】

【２業務区分】

【３業務区分】

【１７業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【６業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【２業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【１業務区分】
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Sheet2

		特定産業分野
育成就労産業分野 イクセイシュウロウ サンギョウブンヤ		受入れ見込数​		人材基準等 ジンザイ キジュン トウ																				その他重要事項 タ ジュウヨウジコウ

						１年経過時​				本人意向による転籍 ホンニン イコウ テンセキ				育成終了時​				特定技能１号 トクテイギノウ ゴウ				特定技能２号 トクテイギノウ ゴウ				業務区分 ギョウムクブン		雇用形態 コヨウケイタイ

						技能水準​		日本語能力水準 スイジュン		制限期間 セイゲン キカン		日本語能力水準 スイジュン		技能水準​		日本語能力水準 スイジュン		技能水準​		日本語能力水準 スイジュン		技能水準​		日本語能力水準 スイジュン

		介護​		ー		育成就労評価試験（初級）		A2.2相当以上及び日本語学習プラン(B1相当以上の場合は不要) ソウトウイジョウ ソウトウ イジョウ バアイ フヨウ		２年 ネン		A2.2相当以上 ソウトウ イジョウ		育成就労評価試験（専門級）		A2.2相当以上及び介護日本語評価試験 ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験等 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン トウ		A2.2相当以上及び介護日本語評価試験 ソウトウイジョウ						身体介護等		直接 チョクセツ

		ビル​クリーニング						A1相当以上 ソウトウ イジョウ		１年 ネン		A2.1相当以上 ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験 トクテイ ギノウ ゴウ ヒョウカ シケン		A2.2相当以上 ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン		A２.2相当以上 ソウトウ イジョウ		特定技能２号評価試験又は技能検定（１級） トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン マタ ギノウ ケンテイ キュウ		B1相当以上 イジョウ		建築物内部の清掃 ケンチクブツ ナイブ セイソウ

		リネンサプライ​												育成就労評価試験（専門級）												リネンサプライ

		工業製品製造業​				育成就労評価試験（初級）又は技能検定（基礎級） イクセイシュウロウヒョウカシケン ショキュウ マタ				２年 ネン				​育成就労評価試験（専門級）、技能検定（３級）又は特定技能１号評価試験 イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ ギノウ ケンテイ キュウ マタ トクテイギノウ ゴウ ヒョウカ シケンマタトクテイギノウゴウヒョウカタメシ								特定技能２号評価試験及びビジネスキャリア検定３級（生産管理プランニング又は生産管理オペレーション）又は技能検定（１級） トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン オヨ ケンテイ キュウ セイサンカンリ マタ セイサンカンリ マタ ギノウ ケンテイ キュウ		B1相当以上 イジョウ		​・機械金属加工　・電気電子機器組立て　・金属表面処理　・紙器・段ボール箱製造　・コンクリート製品製造　・RPF製造　・陶磁器製品製造　・印刷・製本　
・紡織製品製造　・縫製　・電線・ケーブル製造　・プレハブ住宅製品製造　
・家具製造　・定形・不定形耐火物製造　・生コンクリート製造　・ゴム製品製造　
・かばん製造
 キンゾクヒョウメン ショリ ハコ セイゾウ ボウショク デンセン セイゾウ ジュウタク セイヒン セイゾウ カグセイゾウ テイケイ フテイケイ タイカブツ セイゾウ ナマ セイゾウ セイヒン セイゾウ

		建設​												育成就労評価試験（専門級）​又は技能検定（３級） イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ マタ ギノウ ケンテイ キュウ				特定技能１号評価試験又は技能検定（３級） トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン マタ ギノウケンテイ キュウ				​特定技能２号評価試験又は技能検定（１級） トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン マタ ギノウケンテイ キュウ				・土木　・建築　・ライフライン・設備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドボク ケンチク セツビ

		造船・舶用工業​																								・造船　・船用機械　・舶用電気電子機器​
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゾウセン センヨウ キカイ

		自動車整備​				育成就労評価試験（初級） イクセイシュウロウヒョウカシケン ショキュウ								育成就労評価試験（専門級） イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ				特定技能１号評価試験				特定技能２号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン				・自動車整備　・車体整備
​ ジドウシャ セイビ シャタイセイビ

		航空 コウクウ																				特定技能２号評価試験又は航空従事者技能証明書 トクテイギノウ ゴウヒョウカシケン マタ コウクウジュウジシャ ギノウショウメイショ				・空港グランドハンドリング　・航空機整備 クウコウ コウクウキ セイビ

		宿泊​				育成就労評価試験（初級） イクセイシュウロウ ヒョウカシケン ショキュウ		A1相当以上 ソウトウ イジョウ		１年 ネン		A2.1相当以上 ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカ シケン		A2.2相当 ソウトウ						特定技能２号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン				宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　

		自動車運送業 ジドウシャウンソウ ギョウ																特定技能１号評価試験及び第一種運転免許（トラック）・第二種運転免許（バス・タクシー） ウンテンメンキョ		　A2.2相当以上
※バス・タクシー運転者はA2.2相当以上（日本語サポーター同乗又は離島半島の場合） ソウトウ イジョウ ウンテンシャ ソウトウ イジョウ ニホンゴ ドウジョウ マタ リトウハントウ バアイ						・トラック運転者　・バス運転者　・タクシー運転者
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ウンテンシャ ウンテンシャ ウンテンシャ

		鉄道​				育成就労評価試験（初級） イクセイシュウロウヒョウカシケン ショキュウ		A1相当以上
※運輸係員はA2.2相当以上 ソウトウ イジョウ ウンユカカリイン ソウトウ イジョウ		１年 ネン		A2.1相当以上
※運輸係員はA2.2相当以上 ソウトウ イジョウ ウンユ カカリイン ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験又は育成就労評価試験（専門級） トクテイギノウ ゴウ ヒョウカ シケン マタ イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ		A2.2相当
※運輸係員はB1相当 ソウトウ ウンユカカリイン ソウトウ		特定技能１号評価試験又は技能検定（３級） マタ ギノウ ケンテイ キュウ		A2.2相当以上
※運輸係員はB1相当以上 ソウトウ イジョウ ウンユ カカリイン ソウトウ イジョウ						​・軌道整備　・電気設備整備　・車両整備　・車両製造　・運輸係員　
・駅・車両清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　 キドウ セイビ デンキセツビ セイビ シャリョウセイビ シャリョウセイゾウ ウンユカカリイン エキ シャリョウ セイソウ

		物流倉庫​						A1相当以上 ソウトウ イジョウ				A2.1相当以上 ソウトウ イジョウ		特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン		A2.2相当 ソウトウ		特定技能１号評価試験		A2.2相当以上 ソウトウ イジョウ						物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業 ブツリュウソウコ ソウコナイ オコナ カモツ ニュウシュッコ ホカン タ ソウコナイ カクシュサギョウ

		農業​												育成就労評価試験（専門級） イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ								特定技能２号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン		B1相当以上 イジョウ		・耕種農業　・畜産農業 コウシュノウギョウ チクサン ノウギョウ		直接又は派遣 チョクセツ マタ ハケン

		漁業​												特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウヒョウカシケン												・漁業　・養殖業 ギョギョウ ヨウショクギョウ

		飲食料品製造業​ リョウ				育成就労評価試験（初級）又は技能検定（基礎級） イクセイシュウロウヒョウカシケン ショキュウ マタ ギノウケンテイ キソ キュウ				２年 ネン				育成就労評価試験（専門級）、技能検定（３級）又は特定技能１号評価試験 イクセイシュウロウヒョウカシケン センモンキュウ ギノウ ケンテイ キュウ マタ トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン												・飲食料品製造業　・水産加工業​
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 インショクリョウヒンセイゾウギョウ スイサンカコウ ギョウ		直接 チョクセツ

		外食業​				​育成就労評価試験（初級） イクセイ シュウロウ ショキュウ マタ イリョウ								​育成就労評価試験（専門級）又は特定技能１号評価試験 イクセイシュウロウ ヒョウカシケン センモンキュウ マタ トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン												外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ガイショクギョウ ゼンパン インショクブツ チョウリ セッキャク テンポ カンリ

		林業​				技能検定（基礎級） ケンテイ キソキュウ				１年 ネン				技能検定（３級） ケンテイ キュウ				特定技能１号評価試験又は技能検定（3級） トクテイ ギノウ ゴウ ヒョウカ シケン マタ ギノウ ケンテイ キュウ								育林、素材生産
　　　　　　　　　　　　　　　　　 イクリン ソザイ セイサン

		木材産業​				育成就労評価試験（初級） イクセイシュウロウ ヒョウカシケン ショキュウ								特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン				特定技能１号評価試験 トクテイギノウ ゴウ ヒョウカシケン								​製材業、集成材製造業、合板製造業などに係る木材の加工等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 セイザイギョウ シュウセイザイ

		資源循環​								２年 ネン																家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カテイ ハイシュツ オヨ ジギョウカツドウ トモナ ハイシュツ ハイキブツ チュウカンショリ



【１業務区分】

【３業務区分】

【１業務区分】

【３業務区分】

【２業務区分】

【３業務区分】

【１７業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【６業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【２業務区分】

【１業務区分】

【１業務区分】

【２業務区分】

【１業務区分】






